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資料 ５-２

新庁舎整備工程

用地に関する手続き等

新庁舎整備工程

用地に関する手続き等

新庁舎整備工程

用地に関する手続き等

民有地①（準工業地域；候補
地D）

※実施設計の完了時期は、2021
　年度末とし、2022年度は申請
　業務のみとする。

※通常、開発工事が完了しないと
　建築確認申請は行えないが、
　左記の工程は、建築制限解除を
　前提としている。
※早水川第２都市下水路がある
　ため付け替え工事が必要

民有地②（用途地域の変更が
必要；候補地B、C）

※実施設計の完了時期は、2021
　年度末とし、2022年度は建築
　確認申請業務のみとする。

※通常、開発工事が完了しないと
　建築確認申請は行えないが、
　左記の工程は、建築制限解除を
　前提としている。
※先行市の朝倉市では、第2種
　低層住居地域から第１種住居
　地域への用途変更で1年半
　かかっている。

民有地③（農業振興地域の除
外手続きが必要；候補地E）

※実施設計の完了時期は、2021
　年度末とし、2022年度は建築
　確認申請業務のみとする。

※通常、開発工事が完了しないと
　建築確認申請は行えないが、
　左記の工程は、建築制限解除を
　前提としている。
※先行市の朝倉市では、事業認定
　に1年半かかっている。

備考

・合併推進債の活用期限は、2024年度（平成36年度）末。
・現在地から移転して新庁舎を建設する場合、現庁舎の解体費用は合併推進債の活用対象外となる。
・工事工期は、働き方改革により上記の期間より長期化する可能性がある。
・埋蔵文化財の試掘調査で遺構が確認された場合、発掘調査が必要となり、工期が遅れる場合がある。

発注手続き 供用開始

基本計画

用地交渉

都市計画変更 開発許可申請 　造成工事（開発工事）

発注手続き

発注手続き

発注手続き

供用開始

基本計画

基本・実施設計（造成設計を含む）

用地交渉

新庁舎建設工事（20ヶ月程度：外構含む）

※用地交渉が長引いた場合は、新庁舎建設工事着手前の
工程が更に伸びる恐れがある。

基本計画

開発許可申請

発注手続き

発注手続き

供用開始

用地交渉
※用地交渉が長引いた場合は、新庁舎建設工事着手前の
工程が更に伸びる恐れがある。

土地収用の事業認定

転用手続き

　造成工事（開発工事）

旧庁舎改修及び解体工事

新庁舎建設工事（20ヶ月程度：外構含む）

新庁舎建設工事（20ヶ月程度：外構含む）

農振除外の事前協議

旧庁舎改修及び解体工事

旧庁舎改修及び解体工事

※用地交渉が長引いた場合は、新庁舎建設工事着手前の
工程が更に伸びる恐れがある。
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基本・実施設計（造成設計を含む）

基本・実施設計（造成設計を含む）
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